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はじめに

　ミレニアム開発目標のターゲットの一つとして HIV/エイズ⑴の蔓延防止

が掲げられているように，HIV/エイズ対策は，21世紀の国際開発における

中心的な課題の一つとされている。なかでも南アフリカは，HIV/エイズの

影響を世界で最も深刻に受けている国である。2009年時点で，南アフリカの

成人（15～49歳）の感染率は17.8％と推計されている。国内の HIV陽性者数

は約560万人で，これは全世界の国々のなかで最も多い⑵。南アフリカの人

口は世界全体の 1％にも満たないが，世界の HIV陽性者の 6分の 1が南ア

フリカ一国に集中していることになる。

　南アフリカの HIV陽性者は，1990年代に急速に増加した。南アフリカの

成人 HIV感染率は1990年には0.7％であったが，10年後の2000年には16.1％

にまで上昇した（UNAIDS［2010］）。すなわち，HIV感染拡大は，アパルト

ヘイト体制からの民主化が実現し，アフリカ民族会議（African National Con-

gress: ANC）による新体制の基盤固めが行われたのと，時を同じくしていた

ことになる。1997年の新聞記事には，次のような保健専門家の発言が引用さ

れていた。「エイズは，アパルトヘイトよりももっと破壊的な影響をこの国

［＝南アフリカ］に与えるかもしれない。問題は，感染流行が起きるかどう

かではなく，それがどれほどひどいものとなるかだ」⑶。疑いなく HIV/エイ
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ズは，新たに政権の座についた ANCが直面した，最も重要でかつ難しい課

題の一つであった。働き盛りの年代を直撃する HIV/エイズは，単に保健・

医療上の問題にはとどまらない。家計レベルでは，働き手を失った家族の生

計や病者のケア，遺児の養育の問題に直結し，また企業にとっては熟練労働

者を失うことによる生産性の低下がもたらされる。経済が停滞すれば政府の

税収は減少し，一方で保健支出などの社会支出は増加することから，財政悪

化の要因にもなる。本章は，このように経済や社会に広汎な悪影響を与える

HIV/エイズ危機に，民主化後の南アフリカ政府がどう対処してきたのかを，

グローバルな HIV/エイズ対策の動向との関連に留意しながら跡付けようと

するものである。

　以下，本章は次のように構成される。まず第 1節で，南アフリカの HIV/

エイズ政策についての先行研究を整理しつつ，グローバル・ガバナンスとの

相互作用に着目する本章の視角を提示する。第 2節では，グローバルな HIV

/エイズ対策の潮流について，発展途上国における抗 HIV薬利用の阻害要因

として医薬品の知的財産権保護の問題がクローズアップされた局面（時期的

には1990年代後半から2000年代初頭に相当）と，その後の発展途上国でも抗

HIV薬の普及がめざされ，大量の援助資金が動員されていった局面とに分け

て，歴史的に概観する。続く第 3節と第 4節では，第 2節で提示された二つ

の局面それぞれにおける南アフリカの HIV/エイズ政策とグローバル・ガバ

ナンスとの接点を分析する。具体的には，第 3節で，医薬品の知的財産権保

護の問題が南アフリカを舞台として焦点化した1998～2001年の改正薬事法裁

判の意義を振り返る。第 4節では，南アフリカの HIV/エイズ対策において，

南アフリカ政府が国際機関や援助機関とどのような関係を築いてきたのか，

そしてそれが南アフリカの HIV/エイズ対策の内容にどのような影響を及ぼ

してきたのかを，世界エイズ・結核・マラリア対策基金（Global Fund to Fight 

AIDS, Tuberculosis and Malaria: GFATM）およびアメリカの大統領エイズ救済緊

急計画（President’s Emergency Program for AIDS Relief: PEPFAR）の対南アフリ

カ支援を中心に検討する。最後に，本章の知見をまとめる。
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第 1節　本章の視角

　1990年代後半以降，世界の HIV/エイズ対策は劇的に変化した。当初は効

果的な治療法が知られておらず，新規感染予防のための啓発活動が HIV/エ

イズ対策の中心であった。ところが，1996年に複数の抗 HIV薬を組み合わ

せる抗レトロウイルス療法（Antiretroviral Therapy: ART）⑷が HIV陽性者の免

疫低下とエイズ発症を防ぐ効果があることが確認されると，まず先進国でエ

イズ死が激減し，2000年代には発展途上国でも抗 HIV薬の利用が急拡大した。

ARTの普及により HIV感染症は死病から一種の慢性疾患へと性質を変えた。

HIV陽性者の寿命は延び，生活の質が向上した。また，抗 HIV薬は新規感

染予防にも効果がある。現在では，抗 HIV薬を使えば，HIVの母子感染は

技術的にはほぼ100％予防可能となっている。

　そのなかで南アフリカは，公的部門における抗 HIV薬の利用に出遅れた。

現在でこそ世界最大規模の ARTプログラムを実施しているが，発展途上国

における抗 HIV薬利用がグローバルな HIV/エイズ対策の主要アジェンダに

押し上げられた2000年代初頭には，政府指導者，とくにムベキ大統領とチャ

バララ -ムシマン（Manto Tshabalala-Msimang）保健大臣（いずれも肩書きは当

時。以下同様）が抗 HIV薬の効果や安全性を疑問視する発言を繰り返し，政

府の HIV/エイズ政策に ARTを組み込むことに反対したのである。南アフリ

カの医療システムは，比較的高所得で医療保険（medical schemes）に加入し

ている人々がおもに利用する民間部門と，低所得の人々がおもに利用する公

的部門に分断されており，利用者の人数でみると公的部門が圧倒的に多いが，

医療支出や人材の所在は民間部門に偏っている。民間部門では抗 HIV薬の

利用は早い段階から可能であったのに対し⑸，公的部門で抗 HIV薬の利用が

全国的に始まったのは，母子感染予防については2002年，ARTについては

2004年以降のことであった。ハーバード大学の研究グループは，HIV感染状

況や一人当たり所得が南アフリカと似た水準のボツワナ，ナミビアとの比較
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に基づいて，南アフリカ政府が遅滞なく抗 HIV薬を導入していれば，2000

年から2005年までの間に，33万人以上の死亡と， 3万5000人以上の子どもの

母子感染が回避できただろうと推計している（Chigwedere et al.［2008］）。

　HIV/エイズ政策は，ANC政権の政策のなかで，最も批判されてきたもの

の一つである。その「失敗」の理由について，1990年代に関しては，南アフ

リカで HIV感染が拡大したのが民主化と同時期であったことが災いしたと

いうマレーの説明が説得的である（Marais［2000: 6-7］）。すなわち，民主化

にかかわる短期的に重要な課題が山積するなか，HIV/エイズ対策に十分な

優先順位が与えられる余地がなかったということである。しかし，マンデラ

政権期（1994～1999年）について，こうしたタイミングの悪さを指摘するこ

とはできても，ムベキ政権（1999～2008年）のもとでの抗 HIV薬導入の遅れ

はそれだけで説明できるものではない。そこで，多くの論者が指摘してきた

のが「エイズ否認主義」（AIDS Denialism）の問題である。「エイズ否認主義」

とは，HIVがエイズの原因であり，抗 HIV薬が HIV陽性者の治療や母子感

染予防に効果的であるという主流派科学の見解に基づく対策を否定する，あ

るいは疑問を差し挟む考え方のことである⑹。ムベキ大統領やチャバララ -

ムシマン保健大臣が「否認主義者」と呼ばれる科学者やジャーナリストらと

交流をもち，その主張に理解を示してきたことが多くの著作で明らかにされ

ている（Gumede［2005: chap. 7］，Nattrass［2007］，Cullinan and Thom eds.［2009］，

Gevisser［2009: chap. 33］，Fourie and Meyer［2010］）。

　「否認主義」批判の急先鋒に立つナトラスは，抗 HIV薬による母子感染予

防にかかる費用よりも，それをしないことにより HIV陽性で生まれてきた

子どもにかかる医療費のほうがずっと多いことを豊富なデータによって示し

ている。そして，それにもかかわらず南アフリカ政府が母子感染予防プログ

ラムを実施しなかったのは経済合理的な理由では説明できないとして，「エ

イズ否認主義という悪いアイデア」が南アフリカ政府の HIV/エイズ政策の

問題の原因であると断じた（Nattrass［2007］）。それに対して，政治家個人の

HIV/エイズ観に問題を帰着させるのではなく，その背景にある制度的・政
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治的要因を重視する研究もある。たとえばバトラーは，保健システムの脆弱

性が急激な政策転換を妨げた側面があること，また，ムベキのリーダーシッ

プのもと，政府・ANCの意思決定の集権化が進むなかで，外部の専門家や

市民社会組織からの批判に過敏になっていたことを指摘する（Butler［2005］）。

公的部門での抗 HIV薬利用が実現するまでには，南アフリカ政府と，HIV

陽性者やその支援者らが1998年に結成した市民社会組織，治療行動キャンペ

ーン（Treatment Action Campaign: TAC）との激しい対立の過程があったが
（Heywood［2003; 2005］，Nattrass［2004; 2007］，Mbali［2005］，Friedman and 

Mottiar［2005］，牧野［2006］，Makino［2009］），政府と TACの対立がここま

で先鋭化したのには，HIV/エイズの問題を超えた，より大きな政治的背景

があった。

　このように，「エイズ否認主義」そのものに問題の根源を求めるか，その

背景にある政治的・制度的要因を重視するかの違いはあるにせよ，従来の研

究の多くは，南アフリカの公的部門における抗 HIV薬利用の遅れを国内政

治の観点から説明してきたといえる。それに対して本章は，南アフリカの国

内政策が，グローバル・ガバナンスとの相互作用のなかで形作られてきたこ

とに注目する。グローバル・ガバナンスとは，モノ・カネ・ヒト・情報，さ

らには病気・犯罪・汚染など，あらゆるものが容易に国境を越えていくグロ

ーバル化時代における，越境する問題のマネジメントのことである。そして，

グローバル・ガバナンスにおいては，問題に取り組むアクターが主権国家の

中央政府（ガバメント）だけに限られず，国際機関，市民社会組織，地方政

府などさまざまなアクターが重層的，多元的に統治（ガバナンス）を担うこ

とに特徴がある（遠藤［2008］）。HIV/エイズや重症急性呼吸器症候群（Severe 

Acute Respiratory Syndrome: SARS）などの感染症対策を典型とする国境を越え

た保健問題のグローバル・ガバナンス（「グローバル・ヘルス・ガバナンス」）

はその一分野である（元田［2008］）。「ワシントン・コンセンサス」の退潮と

貧困削減目標の前面化という国際開発の大きな潮流変化を背景として，1990

年代後半以降，保健問題への取り組みがグローバル・ガバナンスの課題とし
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て認識されるようになった（Hein et al.［2007］）。

　ムベキ政権期の南アフリカ政府は，HIV/エイズ対策をめぐってしばしば

援助機関と衝突した。そうした対立の背景に，外国援助への依存を避け，自

国の政策主導権を維持しようとするムベキ政権の態度があったことはしばし

ば指摘されてきた（Johnson［2005; 2008］，von Soest and Weinel［2007］）。それ

に対して本章は，南アフリカを舞台とした医薬品アクセスをめぐる争いが

HIV/エイズ対策にかかわるグローバル・ガバナンス形成の重要な契機とな

ったことに着目し，そうして成立したグローバル・ガバナンスのあり方が，

政府指導者の理念に負けず劣らず，南アフリカにおける HIV/エイズ対策の

困難をもたらした要因となってきたことを論じる。また，以上でふれた先行

研究が検討しているのはいずれもムベキ政権期までの状況だが，本章はムベ

キ退陣後の時期も視野に入れて考察を行う。モトランテ政権（2008～2009年），

ズマ政権（2009年～）は，いずれも「否認主義」から明確に距離をおいてグ

ローバルな HIV/エイズ対策の主流に沿った政策を採用し，南アフリカ政府

と国際機関・援助機関や国内市民社会との関係は好転した。しかしながら，

後述のように，グローバルな HIV/エイズ対策資金が減少に転じるなか，発

展途上国のなかでも高中所得国（upper middle income country）に分類される

南アフリカが外国援助を利用する余地は少なくなってきている。ズマ政権は，

ARTの拡大や検査体制の強化を含む HIV/エイズ対策の拡充を目論んでいる

が，そのための資金確保は，援助潮流の変化により黄信号が灯っているので

ある。

　南アフリカの HIV/エイズ政策を考えるうえで重要なグローバル・ガバナ

ンスの特徴として，本章がとくに着目するのは次の二点である。第 1に，

2000年代のグローバルな HIV/エイズ対策の焦点となってきた発展途上国に

おける抗 HIV薬利用拡大は，援助や貿易体制のグローバルな動向に深くか

かわるものであった。そのことは，グローバル・ガバナンスとの関連で南ア

フリカの HIV/エイズ政策を検討するとき，HIV/エイズそのものに関する南

アフリカ政府の政策や言説のみならず，援助や貿易に関するグローバルな秩
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序の変動に南アフリカがどうかかわってきたのか，どう対応してきたのかを

視野に入れる必要があることを意味する。

　第 2に，グローバル・ヘルス・ガバナンスにおいて，国家の役割は相対化

され，国際機関や市民社会組織などの多様な主体が，サービス提供のみなら

ず，政策決定を担う主体として重要性を増している（Bartsch and Kohlmorgen

［2007］，兵藤・勝間［2009］）。HIV/エイズ対策においても，グローバルな目

標や対策の主流は，非政府組織（Non-Governmental Organization: NGO）や HIV

陽性者の当事者運動など市民社会の意見を取り入れつつ，国連合同エイズ計

画（Joint United Nations Programme on HIV/AIDS: UNAIDS）， 世 界 保 健 機 関

（World Health Organization: WHO），世界エイズ・結核・マラリア対策基金

（GFATM）といった国際機関や，アメリカの大統領エイズ救済緊急計画

（PEPFAR）をはじめとする二国間援助の枠組みによって大きく規定され，各

国政府はそれに沿った対策実施を求められてきたという構図がある。

第 2節　HIV/エイズ対策のグローバルな潮流

　本節では，HIV/エイズ対策のグローバルな潮流について，⑴発展途上国

における抗 HIV薬の利用可能性にかかわる医薬品の知的財産権保護の問題

が焦点となっていた局面（おおむね2001年末頃まで），⑵世界の HIV/エイズ

対策において抗 HIV薬の利用が主流化され，発展途上国における抗レトロ

ウイルス療法（ART）推進のための援助資金動員が焦点となった局面（おお

むね2002年以降）とに分けて歴史的に概観する⑺。

1．発展途上国における医薬品アクセス問題と知的財産権保護

　2000年代のグローバルな HIV/エイズ対策は，1990年代までの予防・啓発

中心のアプローチから変化し，抗 HIV薬の利用が中心課題に据えられるよ
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うになったことに特徴がある。この変化を可能にしたのは，当初非常に高価

であった抗 HIV薬の価格が，2000年から2001年にかけて，発展途上国での

利用が現実的なレベルにまで急激に低下したことであった。

　すでに述べたように，1996年に ARTが開発されると，先進国ではエイズ

による死亡が激減した。しかし，ARTで用いられる 3種類の抗 HIV薬の価

格合計は，当初，患者一人当たり年間 1万ドル以上に及んだため，発展途上

国での利用可能性は限られていた。こうした状況に対して，ヘルス・アクシ

ョン・インターナショナル（Health Action International）や国境なき医師団

（Médecins Sans Frontières: MSF）などの国際保健 NGOが，1996年以降，WTO

の「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定」（Agreement on Trade-Related 

Aspects of Intellectual Property Rights，以下 TRIPS協定と略）が抗 HIV薬をはじ

めとする医薬品価格の高騰をもたらし，発展途上国の人々が必要とする医薬

品のアクセスを阻んでいると主張して，TRIPS協定の見直しを求めるキャ

ンペーンを主導した。MSFが1999年にノーベル平和賞を受賞し，その賞金

を「必須医薬品キャンペーン」に注ぎ込んだことは，発展途上国における医

薬品アクセス問題への国際的な関心を高めることに貢献した（Bartsch and 

Kohlmorgen［2007］，Hein［2007］）。

　低価格（affordable）な医薬品を求める動きは，グローバル・レベルだけで

なく特定国を舞台にしても行われ，南アフリカはそうした主戦場の一つとな

った。ダーバンで開催された2000年の第13回国際エイズ会議（以下，ダーバ

ン会議と略）は，医薬品アクセスをめぐるグローバル・レベルと国レベルの

キャンペーンが交差し，一つの画期をなした出来事であった。この会議は，

国際エイズ会議史上，初めて発展途上国で開催されたものであり，しかも南

アフリカでは，次節で詳しく述べるように，発展途上国の保健政策上の利害

と製薬企業の知的財産権とが衝突した改正薬事法裁判が係争中であった。そ

のため，TRIPS協定が発展途上国の人々の医薬品アクセスに与える悪影響や，

先進国と発展途上国の治療格差の問題に関心をもつ国際 NGOは，会議に先

立ち南アフリカへの関与を強めていた。MSFは，1999年にケープタウン郊
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外のカエリチャ（Khayelitsha）タウンシップで独自の ARTプロジェクトを開

始していたが，MSFが南アフリカをプロジェクト地に選定したのは，翌年

のダーバン会議で HIV陽性者の治療アクセスの問題を提起したいという意

図があってのことだったとされる（Naimak［2006: 5］）⑻。また，ダーバン会

議の当日には，南アフリカの TACと，アメリカに拠点をおくヘルス・グロ

ーバル・アクセス・プロジェクト（Health Global Access Project: Health GAP）

が共同で「治療アクセスのためのグローバル・マーチ」（Global March for 

Treatment Access）を企画した。彼らは，発展途上国の HIV陽性者が ARTを

含む必要な治療を受けられるようにすることを，各国政府，国際機関，製薬

業界に対して要求した⑼。

　批判の高まりを受けて，多国籍製薬企業や，製薬ロビーがバックについた

先進国政府は譲歩を余儀なくされた。2001年11月のドーハでのWTO閣僚会

議において，公衆衛生を保護するために加盟国が，強制実施権や並行輸入を

含め，TRIPS協定を柔軟に運用してよいことが確認された⑽。こうして，公

衆衛生の観点からグローバルな知的財産権保護ルールが修正されたのに加え，

2000年にブラジルとインドで抗 HIV薬のジェネリック薬の製造が開始され，

価格競争が促進されたことで，短期間のうちに抗 HIV薬の価格は劇的に低

下した。2000年に年間 1万ドルを超えていたブランド薬の価格は2001年には

700ドル台になり，ジェネリック薬は300ドル以下で買えるようになった

（MSF［2011］）。これにより，発展途上国における ARTが一気に現実味を帯

びるようになった。

　しかし，抗 HIV薬の価格が下がったといっても， 1日 1～ 2ドル未満で

生活するような低所得者層にとっては，ARTは依然として高価で手が届く

ものではなかった。発展途上国において ARTが普及するには，抗 HIV薬の

価格低下に加え，抗 HIV薬を大量に買い上げ，資機材も人的資源も不足す

る発展途上国の医療現場での円滑な ART実施を支援するための援助資金の

大量動員が必要であった。
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2．HIV/エイズ対策のためのグローバルな支援体制の形成と変容

　エイズの症例が初めて報告されたのは1981年，アメリカにおいてであり，

当初は欧米諸国の男性同性愛者に特有の病気と思われていた。しかし，その

後，異性間の性交渉を主たる感染経路とする発展途上国における HIV感染が，

先進国よりもはるかに深刻であることが明らかになった。WHOが主導した

初期の発展途上国の HIV/エイズ対策は病院での活動が中心であったが，社

会的・経済的・政治的文脈から個人を切り離して医学的な介入を行う生物学

的アプローチの限界が認識されるようになると，多様なアクターを取り込む

アプローチへの転換が計られ，WHOをはじめとする複数の国連機関と世界

銀行が共同スポンサーとして参画する UNAIDSが1994年に設立された（元田

［2008: 112-113］）。しかし，UNAIDSの初代事務局長を務めたピオット（Peter 

Piot）は，当時を振り返って次のように述べている。「国連機関間の調整は行

われず，高所得国以外では市民社会組織の関与はなく，HIVとともに生きて

いる人々はスティグマや差別に苦しみ，効果的な治療法もなかった」。1995

年時点の低・中所得国（low- and middle-income countries）向け HIV/エイズ対

策予算は，世界全体で年間 2億5000万ドルにすぎなかった（UNAIDS［2011a: 

23］）。

　このような状況は，2000年代に入ると大きく変化することになる。2000年

1月には国連安全保障理事会でアフリカの HIV/エイズ問題が初めて取り上

げられ，同年 9月の国連ミレニアム・サミットにおいて「HIV/エイズの蔓

延防止」を含むミレニアム開発目標が採択された。2001年 6月には国連エイ

ズ特別総会が開催され，「HIV/エイズに関するコミットメント宣言」⑾が採択

された。同宣言では，HIV/エイズの流行はグローバルな緊急事態であり，

HIV/エイズの流行継続はミレニアム開発目標達成への深刻な障害となると

の認識が示され，2005年までに低・中所得国の HIV/エイズ対策年間予算を

70～100億ドルにまで拡大するとの目標が掲げられた。
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　2002年には世界エイズ・結核・マラリア対策基金（GFATM）が設立され，

三大感染症対策のために各国政府，民間財団，企業などから資金を集め，発

展途上国に配分する仕組みがつくられた。GFATMは法的にはスイス国内で

登記された財団であり，国連機関とは異なる，官民パートナーシップによる

新しいタイプの国際機関と位置づけられている。多様な主体のパートナーシ

ップによるマネジメントが志向される HIV/エイズ問題のグローバル・ガバ

ナンスの特徴は，GFATMの仕組みに最もよく表れている。GFATMの構想は，

2000年の G8九州沖縄サミットで初めて打ち出され，G8諸国が出資の大部

分を担うことが当初より前提とされたが，2011年 8月現在で累計 6億5000万

ドルを拠出したビル＆メリンダ・ゲイツ財団をはじめ，民間財団や企業など

も基金に出資している。また，GFATMの理事会には，先進国政府，発展途

上国政府の代表のほか，民間企業，民間財団，発展途上国 NGO代表，先進

国 NGO代表，HIV陽性者コミュニティ代表も議決権のある理事として加わ

っている。GFATM本体の運営だけでなく，各国レベルの案件申請や実施に

ついても，受益国政府，NGO，HIV陽性者組織，援助機関，企業など多様

なセクターの代表が参加する「国別調整メカニズム」（country coordinating 

mechanism: CCM）が担うことが原則になっており，パートナーシップの重視

は組織全体を通して貫かれている⑿。さらに，2003年にはアメリカのブッシ

ュ（George W. Bush）大統領が 5年間で150億ドル規模の大統領エイズ救済緊

急計画（PEPFAR）を発表した。PEPFARの支援規模は，当時，急速に動員

されていたグローバルな HIV/エイズ対策資金のなかでも突出していた⒀。

こうして，多国間，二国間援助ともに HIV/エイズ対策に振り向けられる予

算が急増し，HIV/エイズは国際開発におけるトップ・イシューの一つとな

ったのである。

　グローバルな HIV/エイズ対策資金の大規模動員と，前項でみた抗 HIV薬

価格の低下という二つの条件が組み合わさったことにより，発展途上国にお

ける ART推進の流れが形成された。そして2003年には，「3 by 5」イニシア

チブという，2005年末までに発展途上国の300万人が ARTを開始するとの国
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際目標が打ち出されるに至った。低・中所得国において ARTを開始した

HIV陽性者の数は，2001年の24万人から，2005年末には130万人（うちサハ

ラ以南アフリカで80万人）へと増加した（UNAIDS［2006: 152］）。その時点で目

標の300万人には達しなかったものの，2006年以降も「治療，予防，ケアへ

の普遍的アクセス実現」という新たな目標のもとで引き続き治療拡大がめざ

され，2010年末までに低・中所得国の ART受療人数は660万人に達した

（UNAIDS［2011a: 42］）。

　2000年代の ART拡大を支えてきたのは，2001年の年間16億ドルから2009

年には159億ドルへと10倍に増加した，低・中所得国の HIV/エイズ対策のた

めのグローバルな大規模資金動員であった（UNAIDS［2011a: 30］）。しかし，

世界金融危機の影響を受け，2009年以降，グローバルな HIV/エイズ対策資

金は頭打ちから減少へと転じている。とくに，GFATMの資金不足は深刻で，

2011年11月には，資金不足によりラウンド11の新規案件募集を中止する事態

に追い込まれ，疾病負荷が非常に重い場合を除いて，2012年以降，G20に参

加している高中所得国のプログラムへの資金拠出を行わないことを決定した。

GFATMは国連機関と異なり，加盟国が分担金の拠出義務を負う仕組みがな

い。各国政府や民間財団，企業などの自発的な資金拠出に依存するため，中

長期的な資金見通しが立てにくいことがかねてより指摘されていたが，その

懸念が現実のものとなったのである（MSF［2009］，稲場［2010］）。グローバ

ルな HIV/エイズ対策資金が減少するなか，援助資金の投下は低所得国に絞

り，中所得国には負担増を求める傾向は明らかに強まっている。2011年に刊

行された UNAIDSの報告書は，「今後数年内に，多くの中所得国は HIV/エ

イズ対策を完全に自己資金で賄えるようになるべきである」と記している

（UNAIDS［2011a: 30］）。
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第 3節　改正薬事法裁判再考

　本節では，医薬品の安価な調達を目的とした南アフリカの国内法が製薬企

業の知的財産権を侵害しているかどうかをめぐって争われた改正薬事法裁判

を振り返り，同裁判の過程で先鋭化した南アフリカ政府と多国籍製薬企業や

先進国政府との対立が，南アフリカの HIV/エイズ政策に与えた影響を検討

する。以下ではまず，改正薬事法裁判の経緯を振り返ったのち，2000年前後

のムベキ大統領の「否認主義」的と批判された HIV/エイズ対策に関する言

動が，同裁判の経緯や，当時の貿易体制や開発にかかわるグローバルな議論

とどのように関連していたかを分析する。

1．改正薬事法裁判の経緯

　すでに述べたように，南アフリカにおける HIV感染拡大は，民主化と同

時期に生じた。HIV感染が拡大しつつあることは1990年代初頭には医療従事

者や政治指導者に認識され，民主化交渉さなかの1993年には，当時の白人政

権と解放運動側の双方の代表が参加した南アフリカ国家エイズ会議（National 

AIDS Convention of South Africa: NACOSA）が設置された。NACOSAが起草し

たエイズ計画（AIDS Plan）は1994年に成立したマンデラ政権の政策として採

用された（Karim et al.［2009: 923］）。しかし，民主化のスムーズな実現にか

かわる幾多の重要課題に直面するなかで，HIV/エイズ対策には十分な優先

順位が与えられなかった（Marais［2000］）。さらに，HIV/エイズ啓発ミュー

ジカル「サラフィナ II」への不透明な補助金支出，人体に有害な工業用溶剤

をエイズ治療薬として試すことを医薬品管理評議会（Medicines Control Coun-

cil: MCC）の頭越しに閣議了承した「ヴィロディン」事件など，マンデラ政

権の HIV/エイズ政策はたびたび迷走した（Karim et al.［2009: 923］）。

　そのようななかで，マンデラ政権期に策定され，のちの抗 HIV薬利用が
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焦点となる国内およびグローバルな HIV/エイズ対策論議に大きくかかわっ

てくる重要な政策として，1996年の国家医薬品政策（National Drug Policy），

および翌年の改正薬事法（Medicines and Related Substances Control Amendment 

Act, Act No. 90 of 1997）を挙げることができる。国家医薬品政策は，すべての

市民にとっての必須医薬品の利用可能性（availability and accessibility）を確保

すること，国内の医薬品価格を下げ，合理的な医薬品使用を促進することな

どをめざして策定されたものである。同政策には，医薬品価格委員会（Drug 

Pricing Committee）を設置して国内の医薬品価格の監視・規制を行うこと，

安価なジェネリック薬の利用を促進すること，必須医薬品の国内製造を促進

し，医薬品の政府調達において国内製薬企業を優遇すること，などが盛り込

まれていた。さらに，翌1997年には，同政策に基づいて，医薬品を安価に調

達するための手段として医薬品特許の強制実施や並行輸入を盛り込んだ改正

薬事法が制定された⒁。

　この改正薬事法に対して，南アフリカ製薬企業協会（Pharmaceutical Manu-

facturers’ Association of South Africa: PMA）と多国籍製薬企業40社が，同法が製

薬企業の知的財産権を侵害しているとして1998年に南アフリカ政府を提訴し

た。前節でふれたように，この訴訟はWTO体制のもとで強化された知的財

産権保護と発展途上国の公衆衛生上の必要との間でどう折り合いをつけるか

との文脈で国際的に注目され，2001年のドーハWTO閣僚会議での TRIPS

協定見直しに至る一つの契機となった。南アフリカの国家医薬品政策は

WHOのアドバイスを受けながら起草されたものであり，改正薬事法の内容

も TRIPS協定の合意内容をあからさまに逸脱する内容ではなかった。この

訴訟は，「TRIPSプラス」とも呼ばれる知的財産権保護のさらなる強化をめ

ざしていた製薬企業の戦略の一環として起こされた側面がある（Heywood

［2001: note 25］）。その意味で，この訴訟は，知的財産権と公衆衛生の関係を

めぐるグローバルな争いに，南アフリカがいわば「巻き込まれた」という性

質をもっていた。

　同裁判をめぐっては，2001年 3月の裁判所における審理にあわせて，南ア
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フリカの TACと，MSF，オックスファム（Oxfam）などの国際 NGOが製薬

企業に提訴取り下げを迫るキャンペーンを共同で張った。同時に，TACは

「法廷の友」（Amicus Curiae）として裁判にかかわり PMAの主張に法廷で反

駁し，結局，同裁判は2001年 4月に PMA側の提訴取り下げという形で決着

した（Heywood［2001］）。

2．「エイズ否認主義」のグローバルな文脈

　改正薬事法裁判の期間中に公衆衛生と知的財産権保護の関係に関する世界

の風向きは大きく変わった。訴訟終結の半年後には公衆衛生のために知的財

産権が制限され得るというWTOドーハ閣僚宣言が出され，発展途上国にお

ける抗 HIV薬を含む医薬品アクセスの改善に向けた大きな転機となった。

しかし，翻って南アフリカ国内の HIV/エイズ政策への影響という観点から

は，同裁判と，その背後で行われていたアメリカ政府と南アフリカ政府の貿

易交渉は，南アフリカの HIV/エイズ政策に「否認主義」的要素が入り込ん

だ経緯に大きくかかわっていたように思われる。

　PMAは南アフリカ政府を南アフリカの国内法に基づいて提訴した。しか

し，2001年に PMAの提訴取り下げによって決着するまでの実際の争いの多

くは法廷外で，かつ南アフリカとアメリカの国境をまたいで生じた。PMA

がアメリカ政府にロビーイングを行った結果，アメリカ政府は1998，1999両

年にわたって南アフリカを通商法スペシャル301条監視国に指定した（Hey-

wood［2001］）。1997年以来，改正薬事法の問題は，南アフリカ側はムベキ，

アメリカ側はゴア（Al Gore）の当時の両副大統領が担当していた，アメリカ

と南アフリカの二国間委員会における懸案事項であった。ゲヴィサーによる

ムベキの伝記には，1999年にゴアがムベキに対して，南アフリカが知的財産

権に関するキャンペーンを取り下げれば，その見返りとして，製薬企業に対

する自らの影響力を用いて，南アフリカ向けの抗 HIV薬価格を下げさせる，

という「取引」を提案したこと，そしてムベキがそれを「買収の試み」と受
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け止めて拒絶したことが紹介されている。ゲヴィサーは，この経験と，ムベ

キが同年に初めてふれた⒂「エイズ否認主義」の主張―製薬企業と癒着し

た主流派の科学者は，抗 HIV薬がたくさん売れるよう，HIVとエイズの因

果関係に否定的な学説を意図的に無視している―とが呼応し，ムベキがそ

の主張に耳を傾けることになった大きな要因となったとしている（Gevisser

［2009: 281］）。

　1999年 5月にマンデラのあとを継いで大統領となったムベキは，HIVとエ

イズの因果関係を明確に否定することは避けながらも，抗 HIV薬の有効性

の根拠となる主流派科学の見解への疑義をたびたび公の場で表明するように

なった。また，2000年には HIVとエイズは無関係であると考える科学者を

メンバーに迎えた「大統領エイズ諮問パネル」を設置した。こうしたムベキ

大統領の言動は，「否認主義」的であるとして国内外からの批判を浴びるこ

ととなった。

　2000年のダーバンでの国際エイズ会議はそうしたさなかに開催された。前

節で述べたように，ダーバン会議では，先進国と発展途上国の HIV陽性者

の治療格差の問題，そして発展途上国の HIV陽性者の治療アクセスの阻害

要因としての知的財産権問題に焦点が当てられた。しかし，同会議の開会演

説でムベキ大統領は「世界で最大の死亡原因は極度の貧困である」，「すべて

を単一のウイルスのせいにすることはできない」（Mbeki［2000a］）と述べ，

この発言は「否認主義」の表れと受け止められ，強く批判された。

　ただし，経済的条件と健康の間に深い関係があり，貧困が発展途上国の

HIV/エイズ問題を深刻化させている重要な要因であることは疑う余地がな

い。ダーバン会議に先立って，「否認主義者」へのムベキの接近が注目を集

めていたという事情がなかったら，上記の発言はそこまでスキャンダラスに

扱われることはなかったかもしれない。ジョンソンは，南アフリカの HIV/

エイズをめぐっては，HIV/エイズの蔓延にいかに効果的に対処するかとい

う政策的・実際的なレベルと，グローバルに対応されるべき問題や処方箋を

誰が決定するのかにかかわる，より広い政治的レベルの，二つの異なるレベ
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ルでの対立や闘争が起きてきたと指摘する。そして，ダーバン会議でのムベ

キ演説を「エイズ否認主義」として単純に切り捨てるような批判は，貧困と

HIV/エイズとが深く関連するより大きな政治的闘争の存在から目をそらす

ものであるとする（Johnson［2005］）。ダーバン会議におけるムベキ演説を，

ジョンソンのいう「より広い政治的レベル」の視点でみてみると，それが発

展途上国の貧困問題が大きく取り上げられた「ミレニアム」年の出来事であ

り，また前年のシアトルでのWTO閣僚会議の「失敗」，翌年のドーハ開発

アジェンダ開始に向かうWTO交渉において，発展途上国の事情に配慮を高

める流れのなかで行われた発言であったことを指摘することができる。

　本書第 1章でも述べられているように，ムベキ政権は，「アフリカン・ル

ネサンス」の理念に基づき，国際機関における発展途上国の発言権の強化や，

先進国に有利な貿易体制の変革などに積極的に取り組んでいた。ダーバン会

議の 2カ月後，国連ミレニアム・サミットでムベキ大統領は，世界で数十億

人の人々が貧困にあえぎ，予防可能な病気で死んでいる状況を，奴隷制，植

民地主義，ナチズム等の歴史的事例と並ぶ「故意の残忍な暴力」と表現し，

貧困と低開発を終わらせるためには，貧困者が援助や善意を受けるばかりで

なく，世界的な意思決定に加わる必要があることを強調した（Mbeki［2000b］）。

また，2001年 1月の世界経済フォーラム（ダボス会議）では，とくに貿易の

分野において，先進国の国益が発展途上国に損失を与える形で追求されてい

ることを指摘し，知的財産権のルール変更を含め，国際金融・貿易機関が発

展途上国の意見を取り入れる形で改革される必要があると述べた（Mbeki

［2001］）。ダーバン会議のムベキ演説と，こうした同時期のほかの演説とは，

「南」の貧困問題の強調，それを放置して自国の利益を追求する先進国への

不満，問題解決には発展途上国がグローバルな意思決定においてより大きな

役割を果たすことが必要であるという認識など，いくつかの共通点を見いだ

すことができる。批判されるのも構わず，「否認主義」的と受け止められる

発言を繰り返したムベキ大統領の言動は，既存の貿易・援助体制への「南」

の立場からの異議申し立て，自己主張という側面があったと考えられる。
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　ことさら南アフリカで「エイズ否認主義」が影響力をもった背景として，

植民地主義やアパルトヘイトの歴史が引き合いに出されることがある⒃。し

かし，本節に示したとおり，南アフリカの改正薬事法裁判はグローバルな貿

易ルールにおける知的財産権と公衆衛生の関係をめぐる，同時代的できわめ

て具体的な争いであった。この裁判は，南アフリカ政府の最高指導者が多国

籍企業や製薬ロビーに支えられたアメリカ政府に不信を抱き，「否認主義」

の主張に耳を貸すようになった経緯に深くかかわっていたのである。改正薬

事法裁判で，もともと南アフリカ政府と TACは同じ側に立っていたはずだ

ったが，TACが製薬企業から資金提供を受けているという，事実に反する

批判がムベキを含む政府指導者からたびたび発せられた（van der Vliet［2001: 

174］，Gevisser［2009: 290］）。政府指導者の製薬企業への不信が，抗 HIV薬

の有効性や安全性への不信，さらには抗 HIV薬導入を支持する勢力への不

信や敵意へとつながったことは，南アフリカの HIV/エイズ政策史上，最大

の不幸であったといえるだろう。グローバルな文脈では発展途上国における

抗 HIV薬利用推進に向けた重要な契機となった改正薬事法裁判が，足下の

南アフリカでは抗 HIV薬利用を遅らせることになったからである。

第 4節　南アフリカの HIV/エイズ対策と外国援助

　第 2節でみたように，グローバルには，発展途上国，とりわけアフリカ諸

国での抗レトロウイルス療法（ART）普及に，外国からの援助はきわめて重

要な役割を果たしてきた。しかし，最貧国や典型的な被援助国ではなく，グ

ローバルな秩序形成の一翼を担う発展途上国の代表という意識をもって民主

化後の対外関係を築いてきた南アフリカでは，HIV/エイズ対策に果たす外

国援助の役割や，援助機関と政府の関係は，独特の様相を示すこととなった。

本節では，世界エイズ・結核・マラリア対策基金（GFATM）とアメリカの大

統領エイズ救済緊急計画（PEPFAR）の対南アフリカ支援を事例として参照
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しながら，南アフリカの HIV/エイズ対策における外国援助の役割と，ムベ

キ政権期からズマ政権期にかけての南アフリカ政府と援助機関との関係の変

化を検討する。

　議論の前提として，南アフリカ全体でみたときに，民主化の直後は移行期

支援として比較的多くの外国援助が入っていたものの，移行期支援が落ち着

いた2000年代には政府予算に占める外国援助の割合は 1％未満に低下したこ

とを指摘することができる（Ewing and Guliwe［2008］）。そのなかでは HIV/

エイズ対策は，例外的に多くの援助が入っている分野である。ヒッキーらの

推計によれば，2000/01～2002/03年度の南アフリカの HIV/エイズ対策資金

（用途指定されたもの）のうち，南アフリカ政府の資金と外国援助の比率はほ

ぼ 6対 4であった（Hickey et al.［2004: 125］）。しかし，その後，抗 HIV薬の

利用拡大によって HIV/エイズ対策の総費用が爆発的に膨らんだにもかかわ

らず，南アフリカ政府が2010年に国連に提出した報告書（Republic of South 

Africa［2010］）によれば，HIV/エイズ対策資金に占める外国援助の割合は，

2008年に23％，2009年には27％にとどまった。これは，この間の外国援助の

増加を上回るペースで南アフリカ政府の HIV/エイズ予算が増額されてきた

ことを示している⒄。HIV/エイズ対策費用の大半は南アフリカ政府予算から

支出されており，疾病負荷の大きさにもかかわらず，外国援助への依存度が

比較的低いことが南アフリカの HIV/エイズ対策の財政面での特徴として挙

げられる。

1．公的 ARTプログラムの開始と外国援助

　南アフリカの公的 ARTプログラムは，2003年11月に発表された「南アフ

リカ包括的 HIV/エイズ・ケア・管理・治療実施計画」（以下，包括的 HIV/エ

イズ計画と略）によって正式に導入が決まった。包括的 HIV/エイズ計画では，

2003/04年度中に 5万4000人，2007/08年度には累計100万人以上に ARTを開

始することを目標としていた（Department of Health［2003］）。しかし，実際
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のプログラム実施は2004年 4月以降にずれ込み，立ち上がりのペースは遅か

った（Nattrass［2007: chap. 6］）。

　世界で最も多くの HIV陽性者を抱え，ART需要の高い南アフリカは，「3 

by 5」のグローバル目標達成の成否の鍵を握る国とみなされていたことから，

援助機関は南アフリカに積極的に援助を入れようとした。「3 by 5」の300万

人という目標数値は，低・中所得国で ARTを必要としている HIV陽性者の

半数が治療を開始するという計算によりはじき出されたものである。当時75

万人が治療を必要としていると推計されていた南アフリカでは，2005年末ま

でに37万5000人が治療を開始することが期待されていた（WHO［2005］）。し

かし，南アフリカにおいて2005年 3月時点で ARTを始めていたのは公的部

門で 5万人足らず，民間部門を含めても10万人程度にとどまり，WHOの高

官によって「3 by 5」目標達成の足を引っ張る国の一つとして南アフリカが

名指しで批判される場面もあった（Lewis［2006: 187］）。HIV/エイズ対策を

めぐる南アフリカ政府と国連機関や援助機関の関係は，2005年頃まではぎく

しゃくしたものであった。

　南アフリカの HIV/エイズ・結核対策への GFATMの助成金は，これまで

計12件採択されている（表 1）。そのうち，ラウンド 1 ⒅のクワズールー・ナ

タール州の案件，ラウンド 3の西ケープ州の案件は，中央政府を通さず州政

府が GFATMに直接申請し，認められたものであった。クワズールー・ナタ

ール州への助成金をめぐっては，南アフリカ政府が中央政府を通じて地方に

配分することを主張したことから契約締結が 2年近く遅れるトラブルがあっ

た。また，西ケープ州への助成金は，同州で全国に先駆けて2001年から開始

されていた ARTプログラムを支援するものであった。公的部門の抗 HIV薬

利用において西ケープ州が他地域に先行したのは，同州は全国 9州のなかで

最も HIV感染率が低く，他地域と比べて医療人材や保健予算に余裕があっ

たことに加えて，同州が2004年まで ANCの支配下になく，中央政府の意向

に縛られなかったという政治的事情もあった（Hodes and Naimak［2011］）。

　GFATMへの助成金申請は，国別調整メカニズム（CCM）による調整を経
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表 1　南アフリカの HIV/エイズ・結核対策に対する GFATMの助成金

内　　　　容 主要レシピエント
契約金額

（単位：ドル）
ラウンド 1
（2002年）

国家の HIV・結核対策能力強化と行動変容
（「Soul City」プロジェクト）

財務省 　2,354,000

ラウンド 1
（2002年）

国家の HIV・結核対策能力強化と行動変容
（「Love Life」プロジェクト）

財務省  17,872,665 

ラウンド 1
（2002年）

クワズールー・ナタール州の HIV/エイズ対策強化 財務省  49,771,823 

ラウンド 2
（2002年）

国家・州の HIV・結核対策能力強化 保健省  24,440,220 

ラウンド 3
（2003年）

西ケープ州の HIV/エイズ対策強化・拡大 西ケープ州保健省 102,035,239 

ラウンド 6
（2006年）

包括的 HIV/エイズ計画実施のための
サービス拡大・システム強化

保健省  72,753,637 

ラウンド 9
（2009年）

NSP 2007-2011目標達成のための
パートナーシップ強化

Networking AIDS 

Community of 

South Africa

　4,779,830 

ラウンド 9
（2009年）

NSP 2007-2011目標達成のための
パートナーシップ強化

National Religious 

Association for 

Social Development

 12,331,525 

ラウンド 9
（2009年）

NSP 2007-2011目標達成のための
パートナーシップ強化

保健省 　  924,149 

SSF

（2011年）
NSP 2007-2011目標達成のための
パートナーシップ強化

Networking AIDS 

Community of 

South Africa

 19,516,564 

SSF

（2011年）
コミュニティ・レベルにおける結核・HIV関連
サービス・アクセス強化

保健省 100,270,275 

SSF

（2011年）
コミュニティ・レベルにおける結核・HIV関連
サービス・アクセス強化

Right to Care  16,169,384 

（出所）　GFATMウェブサイト（http://portfolio.theglobalfund.org/en/Grant/List/SAF, 2012年12月25
日アクセス）。

（注）　NSP 2007-2011は「南アフリカ HIV/エイズ・性感染症戦略計画2007～2011年」を指す。
　SSFは複数のラウンドの補助金を一つの補助金にまとめる Single Stream of Fundの略。
　SSFのなかにはラウンド10（309ページ）の助成金の一部が含まれる。
　表中の年は，ラウンドについては募集年，SSFについては，契約締結年。
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て国単位で行うのが原則であるが，2000年代前半の南アフリカにおいては，

抗 HIV薬の利用をめぐって政府と市民社会が対立してきた経緯から，政府

と市民社会の協働が必要な CCMが機能していなかった。そのため，

GFATMは中央政府の頭越しに州に直接援助を入れようとしたのだが，これ

に南アフリカ政府は強く反発した。クワズールー・ナタール州の案件をめぐ

って，2004年にフィーチャム（Richard Feachem）GFATM事務局長は，「プレ

トリアから資金が動かないのであれば南アフリカ政府への支出を取りやめ，

実際に働いている人々と直接関係を築く」と述べた。それに対して，ムベキ

大統領は ANC機関誌上で，フィーチャム発言を援助の出し手が受け手に対

してもつ権力をふりかざすものであると批判した。チャバララ -ムシマン保

健大臣も，GFATMが国家主権を軽視していると反発した⒆。

　また，南アフリカは，PEPFARの開始当初より支援対象国に選ばれた。

PEPFARにより2004年から2011年までに南アフリカに対して約束された支援

総額は，GFATMからの支援額を大幅に上回る31億1340万ドルに上り（表 2），

PEPFARの南アフリカにおけるドナーとしてのプレゼンスは際立っている⒇。

しかし，南アフリカが PEPFARの支援対象となるにあたって，事前に南ア

フリカ政府への相談がなかったこと，また PEPFARの支援の大半は NGOを

通じてなされ，各地で運営されるプログラムに直接資金が入るために中央政

府がコントロールできないことなどから，支援金額の大きさにもかかわらず，

南アフリカ政府は PEPFARの援助に批判的であった21。

　南アフリカに限らず，PEPFARについては，その大規模さゆえグローバル

な HIV/エイズ対策への大きなインパクトが期待された一方で，支援対象国

選定の基準やプロセスの不透明さ，禁欲を強調するアプローチの問題，そし

て PEPFARが支援するプログラムで使用される抗 HIV薬をアメリカの食品

医薬品局（Food and Drug Administration: FDA）の承認を受けたものに限定した

ことで，当初，安価なジェネリック薬の利用が排除されていたことなど，多

くの問題点が指摘されていた（河野［2005: 32-34］）。FDA基準に関連してい

えば，南アフリカ政府が公的 ARTプログラムに使用する抗 HIV薬を，PEP-
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FARの援助資金ではなく自前で調達することにこだわったことが特筆され

る（Johnson［2008: 509-510］）。FDA基準を求める PEPFARの方針は，ジェネ

リック薬の利用を促進し，また必須医薬品の国産化をめざす南アフリカの医

薬品政策と相いれなかったと考えられる22。他方で，公的 ARTプログラム

の外部で NGOが行う治療活動に対しては，PEPFARは施設建設費用や人件

費などのほか，抗 HIV薬の購入費用を含めた支援を実施してきた。公的

ARTプログラムの立ち上がりが遅かったなかで，PEPFARの支援で開設さ

れたクリニックの活動は，南アフリカの ART普及のとりわけ初期段階にお

いて，貧困層にとって貴重な治療アクセスを提供したといえる。

2．「HIV/エイズ・性感染症戦略計画2007～2011年」と外国援助

　前項でみたように，2005年頃までは，南アフリカ政府と援助機関との冷や

やかな関係が目立ったが，チャバララ -ムシマン保健大臣が健康上の理由で

休職した2006年後半に，南アフリカ国家エイズ評議会（South African National 

AIDS Council: SANAC）の議長を務めるムランボ -ンッカ（Phumzile Mlambo-

Ngcuka）副大統領とマジャラ -ルートリッジ（Nozizwe Madlala-Routledge）保

健副大臣が HIV/エイズ政策を主導するようになると，この状況に変化がみ

られた。ムランボ -ンッカ副大統領の指揮のもと，市民社会組織や医療関係

者との広範な協議を経て2007年 3月に「南アフリカ HIV/エイズ・性感染症

戦略計画 2007～2011年」（The HIV & AIDS and STI Strategic Plan for South Africa 

2007-2011: NSP 2007-2011）が策定され，そこには ARTの大幅拡大が目標と

表 2　PEPFARによる対南アフリカ支援
（単位：100万ドル）

年度 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2004-2011
年度合計

支援金額 89.30 143.30 221.60 397.80 590.90 561.30 560.40 548.70 3,113.40

（出所）　米国 PEPFARウェブサイト（http://www.pepfar.gov/countries/southafrica/index.htm, 2012
年 2月 9日アクセス）の情報をもとに筆者作成。
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して盛り込まれた（Republic of South Africa［2007］，牧野［2007］）。

　2007年半ばにチャバララ -ムシマン保健大臣が復職したが，すでに NSP 

2007-2011は正式に走り始めており，ART拡大の方向性が後戻りすることは

なかった（表 3）。とりわけ2010年から2011年にかけては， 1年間で約50万

もの人々が新規に治療を開始した。これは，ARTの開始基準が改定され，

より多くの人々が治療対象となったことに加えて，ARTを実施する公的医

療機関の認定や，医師に代わり看護師が抗 HIV薬の処方を行うことのでき

る体制づくりを政府が積極的に進めたことなどによる。南アフリカの公的

ARTプログラムで治療を開始した HIV陽性者数は2011年現在で累計140万人

に上り，南アフリカの ART実施規模は世界最大級のものとなっている（Mot-

soaledi［2011］，Zuma［2011］）。

　NSP 2007-2011の策定以降，南アフリカの HIV/エイズ政策はグローバル・

ガバナンスの主流の考え方に沿ったものになったといえる。NSP 2007-2011

は，2011年までに ARTのカバー率を80％にまで引き上げるという想定で，

HIV/エイズ対策に必要な費用を2011年に133億2000万ランド（2005/06年度価

格）と見積もった。そして，これは国家の保健予算を大幅に上回ることから，

GFATMや PEPFARなどの主要ドナーとのパートナーシップを通じた資金確

保に力を入れる方針を示した（Republic of South Africa［2007: financial implica-

tions］）。2008年にムベキ大統領とチャバララ -ムシマン保健大臣が退陣する

と，その後のモトランテ，ズマ両政権は，「否認主義」から距離をおく姿勢

を明確化し，国連機関や援助機関との関係修復を図った。ただし，ムベキ退

陣によって政策に劇的な変化が起きたわけではなく，モトランテ，ズマ両政

表 3　南アフリカにおける ART受領者数の推計，2005～2010年
（単位：人）

2005 2006 2007 2008 2009 2010
成人（15歳以上） 101,416 215,875 386,315 609,762 839,519 1,058,399
小　児  11,959  23,369  37,694  68,788  87,439   105,123

（出所）　Statistics South Africa［2011: Table 3］をもとに筆者作成。
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権の HIV/エイズ政策は，基本的にはムベキ政権が策定した NSP 2007-2011

の内容をそのまま継承した。ズマが「否認主義」との訣別をことさらに強調

したのは，ムベキとのライバル関係を背景とする，政治的な理由があったと

考えられる。指導者の交代で変わったのは政策ではなく，その実施にかかわ

る政府と援助機関，また国内市民社会組織との関係であった。ダーバン会議

から10年後の2010年，ウィーンで開催された国際エイズ会議では，モツァレ

ディ（Aaron Motsoaledi）保健大臣が全体会合において「科学と，成功事例と，

憲法上の責任への認識に基づき，すべての南アフリカ人に医療サービスを提

供し，感染流行を克服するために最善を尽くす」と演説して喝采を浴びた

（Motsoaledi［2010］）。ムベキ政権時とは一転，ズマ政権の取り組みは最近の

UNAIDSの報告書でもきわめて好意的に取り上げられている（UNAIDS

［2011a; 2011b］）。

　南アフリカにとって，CCMの仕組みを前提とする GFATMへの助成金申

請のハードルは高く，NSP 2007-2011の策定後も，ラウンド 7， 8の 2回に

わたり助成金の獲得に失敗した。ようやく2009年募集のラウンド 9で再び助

成金の獲得に成功したが，これは，モトランテ，ズマ両政権のもとで，南ア

フリカにおいて CCMの役割を果たす SANACの役割が強化され，政府と市

民社会組織の協働関係が確立されたことを反映している（Heywood［2010］）。

さらに，南アフリカ保健省によれば，2010年募集のラウンド10において，向

こう 5年間で 3億200万ドル分の助成が内定している（Department of Health

［2011a］）。ラウンド10の助成金について特筆されるのは，南アフリカの全国

的な案件としては初めて，GFATM資金による抗 HIV薬の購入が含まれるこ

とである23。これまでの GFATMからの助成金のうち，抗 HIV薬の購入資金

が入っていたのは，母子感染予防の要素が入っていたラウンド 1のクワズー

ルー・ナタール州の案件と，全国に先駆けて ARTプログラムを開始してい

た西ケープ州に対するラウンド 3の助成金のみで，いずれも中央政府ではな

く州政府が申請主体であった。ラウンド10の申請に抗 HIV薬購入費用を含

めたことは，抗 HIV薬の調達を自前で行ってきたそれまでの南アフリカ政
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府の方針転換を示しているといえる。南アフリカ政府は，抗 HIV薬の政府

調達においても，アメリカのクリントン・ヘルス・アクセス・イニシアチブ

（Clinton Health Access Initiative: CHAI）の支援を受けて入札方法の改善に取り

組み，2010年の入札では前回価格のほぼ半額での調達に成功した（UNAIDS

［2011a: 35］）。こうした動きからは，ズマ政権はムベキ政権と比べて，ART

プログラムの拡大のために，援助機関の支援をより積極的に仰ぐようになっ

ているとみることができる。

　しかし，このような南アフリカ政府の姿勢の変化に，援助機関側が十分応

えているとはいえない。GFATMの財政危機は，GFATMとの連携強化をめ

ざす南アフリカ政府の期待に水を差すものである。すでに述べたように，深

刻な資金不足に直面した GFATMは2011年11月にラウンド11の新規案件募集

を中止し，G20に参加している高中所得国への助成を原則として取りやめる

ことを決定した。南アフリカは高中所得国であるが，疾病負荷が「きわめて

重い」（extreme）国に分類されるため，かろうじて引き続き GFATM資金が

利用できることになった。しかし，ラウンド11の中止により2014年まで新た

な案件申請は不可能となり，また内定しているラウンド10にも GFATMの資

金不足が影響してくる可能性がある。

　また，PEPFARの対南アフリカ支援も，2008年をピークに減少傾向にある

（表 2参照）。すでに述べたとおり，これまでの PEPFARの支援の大半は

NGOを通じて実施されており，なかでも公的 ARTプログラムの外部で

ARTを提供する NGOの活動は，多くの場合，PEPFARの支援によって維持

されてきたとされる（Parsons et al.［2010］）。しかし，PEPFARの支援縮小に

ともない，PEPFAR資金で抗 HIV薬購入費用や人件費を賄ってきたクリニ

ックのなかには，援助が数年内に打ち切られることが決まり，新規の患者受

け入れを絞ったり，通院中の患者を南アフリカ政府の公的 ARTプログラム

に移したりしているところも出てきている24。

　2010年以降，PEPFARの重点は「緊急対応」から「持続可能性」へと変化

しており，アメリカ政府はこれまで PEPFARが直接提供していた支援を南
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アフリカ政府に移管する方針を打ち出している25。南アフリカ政府による抗

HIV薬購入のために 2年間で 1億2000万ドル（ 9億ランド）規模の支援を行

うことが2009年末に発表されるなど，PEPFARは南アフリカ政府への直接的

な資金提供を増やしている。しかし，この支援が単発のものとされているよ

うに（PEPFAR［2010］），中長期的にはこうした動きは南アフリカからの援

助引き揚げ準備となる可能性がある。すでに述べたように，PEPFARの支援

開始当初，南アフリカ政府はその援助資金の流れをコントロールできないこ

とに不満をもっていた。そのことを考えれば，こうした PEPFARの新たな

方向性は，従来，南アフリカ政府が求めてきたものだとみることもできる。

しかし，急速な ART拡大に保健システムの強化が追いついていない状況で

の拙速な PEPFARプログラムの移管は，公的医療の現場にさらなる負荷を

負わせることにもなりかねず，今後の推移を見守る必要がある。

　上でみてきたように，モトランテ，ズマの両政権とも「エイズ否認主義」

からの訣別を明確化したことを背景に，南アフリカ政府と国際機関や援助機

関との関係は好転した。しかし，南アフリカが国際機関や援助機関から掌を

返したように賞賛されていることについては，「否認主義」からの訣別姿勢

への評価というだけでなく，疾病負荷の重さにもかかわらず HIV/エイズ対

策の費用の大半を自国の財源から賄っている南アフリカが，グローバルな

HIV/エイズ対策資金が減少に転じるなかでの，一種の「モデル」として持

ち上げられているようにも思われる。思い返せば，援助への依存度が低いと

いう南アフリカの HIV/エイズ対策の特徴は，ムベキ政権下で形作られたも

のであり，本節の最初に述べたように，「否認主義」騒動のさなかにあって

も，ムベキ政権下で HIV/エイズ対策のための政府予算は着実に増やされて

きた。発展途上国の HIV/エイズ対策のために多額の援助資金が動員され，

援助機関が実績づくりを急いでいた時期に，援助受け入れに消極的であった

ムベキ政権は激しく批判されたが，援助潮流の変化とともに，その遺産が再

評価されるようになっている面があるともいえるのである。
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おわりに

　1990年代には発展途上国の HIV陽性者にとって手の届かない存在だった

抗 HIV薬は，医薬品の価格低下と大規模な援助動員によって，2000年代に

入ると急速に発展途上国にも普及した。南アフリカを舞台とした改正薬事法

裁判，またそのさなかに開催されたダーバンでの国際エイズ会議は，HIV/

エイズのグローバル・ガバナンスの転換の大きな節目となる出来事であった。

国際保健 NGOが主導した TRIPS修正を求めるキャンペーンのなかで，世界

で最も多くの HIV陽性者を抱える南アフリカにおける抗 HIV薬へのアクセ

スの問題がクローズアップされたことは，予防・啓発中心だった発展途上国

の HIV/エイズ対策の主流を抗 HIV薬の利用推進へと大きく変化させる契機

となった。

　その一方で，南アフリカ国内では，改正薬事法裁判の過程で生み出された

政府指導者の製薬企業への不信が抗 HIV薬の利用に消極的な姿勢へとつな

がった。南アフリカにおける抗 HIV薬導入の遅れは，一般に「エイズ否認

主義」のためであるといわれてきたが，本章では，「否認主義」的と批判さ

れたムベキ大統領の言動には，改正薬事法裁判の焦点となった知的財産権保

護を含むグローバルな貿易体制や援助体制の現状に対する「南」の立場から

の異議申し立て，グローバル秩序の決定への発展途上国の参画要求という側

面があったことを指摘した。

　このような対外姿勢を支えた「アフリカン・ルネサンス」理念は，国家の

政策の自律性を損なう援助の押しつけを拒み，援助依存を忌避することを含

むものであった。こうした姿勢が，2004年に遅ればせながら始まった南アフ

リカの公的 ARTプログラムをめぐる南アフリカ政府と援助機関との緊張関

係にも反映されたと考えられる。同時に，政策の意思決定・実施における国

際機関や援助国・機関，市民社会組織，地方政府などの役割を強化し，他方

で中央政府の役割を相対的に低下させてきたグローバル・ガバナンスのあり



第 9章　HIV/エイズ政策とグローバル・ガバナンス　313

方が，上記のような南アフリカ政府の志向と矛盾していたことも指摘するこ

とができよう。

　NSP 2007-2011策定以降，南アフリカの HIV/エイズ政策はグローバルな

HIV/エイズ対策の主流に沿ったものとなった。またムベキ政権退陣後のモ

トランテ，ズマの両政権とも「エイズ否認主義」からの訣別を明確化したこ

とを背景に，南アフリカ政府と国際機関や援助機関との関係は2000年代後半

には好転した。しかし，グローバルな HIV/エイズ対策資金が減少に転じる

なかで，今後の南アフリカの HIV/エイズ対策における援助資金の利用可能

性は限られる見込みである。そのようななか，2011年12月に発表された

「HIV・性感染症・結核に関する国家戦略計画2012～2016年」（Republic of 

South Africa［2011: 18, 77］）は，HIV/エイズ対策の長期的持続可能性のために，

国内資金の調達強化が必要であるとの認識を示している。その鍵を握る政策

の一つが，2011年にグリーン・ペーパー（Department of Health［2011b］）が公

表され，現在創設に向けて議論が進んでいる国民健康保険（National Health 

Insurance: NHI）制度である。NHIは，民間部門に集中している南アフリカの

医療資源を公的部門に再分配する性質をもつものであり，その実現の成否や

制度設計は，今後の公的 ARTプログラムの持続可能性に大きくかかわって

くるだろう。ただし，NHIに関する議論は緒に就いたばかりで，今後の成

り行きを注視する必要があり，これについては稿を改めて論じることとした

い。

〔注〕
⑴　HIVはヒト免疫不全ウイルス（Human Immunodeficiency Virus）の略語で，HIV感
染を原因とする後天性免疫不全症候群（Acquired Immuno-Deficiency Syndrome）がエ
イズ（AIDS）と呼ばれる。
⑵　国連合同エイズ計画（Joint United Nations Programme on HIV/AIDS: UNAIDS）ウェ
ブサイトの国別情報　（http://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/southafri-
ca/，2011年12月15日アクセス）による。
⑶　“AIDS: Time Is Running Out,” Mail & Guardian, 30 May 1997（http://mg.co.za/

article/1997-05-30-aidstime-is-running-out，2011年12月 6日アクセス）.
⑷　以前は高活性抗レトロウイルス療法（Highly Active Antiretroviral Therapy: HAART）
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と呼ばれていたが，近年では抗レトロウイルス療法（Antiretroviral Therapy: ART）と
呼ばれることが一般的となっているため，本章もそれにならう。

⑸　HIV陽性であることを公表しているエドウィン・キャメロン（Edwin Cameron）南
アフリカ憲法裁判所判事は，1997年に民間部門で ARTを開始した経緯を自身の著書
で明かしている。キャメロンが振り返るように，1997年当時，治療に用いられる 3種
類の抗 HIV薬価格の合計は，一カ月で4000ランド（約600ドル）を超えており，判事
の高給をもってしても，私費で治療を続けるには大変な額であった。そのため，キャ
メロンは自身が加入していた判事や国会議員向けの医療保険（南アフリカの医療保険
は業種ごとに分かれている）の運営理事会に，保険によるエイズ治療費の支払い範囲
の拡大を働きかけ，認めさせたという（Cameron［2005: 35-37］）。また，主要企業の
なかでは，アングロ・アメリカン（Anglo American）社がいち早く2002年から HIV陽
性の従業員に対する会社負担による ART提供を開始していた（日本国際交流センタ
ー世界基金支援日本委員会［2009］）。

⑹　「エイズ否認主義」の一般的特徴や人々が否認に陥るメカニズムの心理学的分析に
ついてはカリッチマン［2011］を参照。同書の第 5章で南アフリカの事例が取り上げ
られている。なお，「エイズ否認主義」というのは，主流派科学の立場からの否定的
な意味を込めた表現であり，「否認主義者」自らがそう名乗ることはまずない。その
意味で，「否認主義」という言葉は立場性を強く帯びているが，南アフリカの HIV/エ
イズ政策に関する著作のなかで広く使われており，ほかに適当な用語がないことか
ら，本章においては鍵括弧つきで「否認主義」という言葉を用いる。また，「否認主
義」には，ホロコーストや地球温暖化に関するものなどさまざまなバリエーションが
あるが（カリッチマン［2011］），本章で単に「否認主義」と記す場合には「エイズ否
認主義」のことを指すこととする。

⑺　本節執筆にあたっては，（特活）アフリカ日本協議会および立命館大学グローバル
COEプログラム「生存学」創成拠点が蓄積してきたグローバルな HIV/エイズ対策に
関する以下の資料を参照した。メールマガジン「グローバル・エイズ・アップデート」
（アフリカ日本協議会発行，http://blog.livedoor.jp/ajf/），アフリカ日本協議会感染症研
究会データベース（http://www.ajf.gr.jp/lang_ja/db-infection/index.html），立命館大学「生
存学」創成拠点ウェブサイトの「HIV/AIDS」ページ（http://www.arsvi.com/d/hiv.
htm）。

⑻　当時，発展途上国での ART実施が現実的でないと思われていたのは，抗 HIV薬価
格の高さに加えて，ARTは管理が難しく，高度な医療施設が必要とみなされていた
ことも理由の一つであった。しかし，MSFのカエリチャ・プロジェクトにおける良
好な治療実績はそうした「常識」を覆し，資源の限られた環境でも ARTが可能であ
ることを世界に知らしめ，発展途上国における ART推進の動きにはずみをつけた。

⑼　マーチの概要，要求書の内容については，TACウェブサイト内の以下の文書を参
照。“Global March for Treatment Access, 9 July 2000”（http://www.tac.org.za/Documents/
Other/march.htm，2012年 2月 3日アクセス）。

⑽　この経緯について山形［2003: 403］は，2001年 9月11日のアメリカの同時多発テロ
後，炭疽菌入りの郵便物が無差別に送りつけられる事件が相次いで発生し，先進国の
間でも保健面での国家的緊急事態に対して敏感になっていた事情も背景にあったと指
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摘している。
⑾　宣言の全文は以下を参照。“Declaration of Commitment on HIV/AIDS: Global Crisis – 

Global Action”（http://www.un.org/ga/aids/coverage/FinalDeclarationHIVAIDS.html，2011
年11月15日アクセス）。
⑿　GFATMの運営の仕組みについては，世界基金支援日本委員会のウェブサイトにあ
る説明文書（http://www.jcie.or.jp/fgfj/03.html，2012年 2月12日アクセス），および河野
［2005］を参照。
⒀　PEPFARはその後さらに延長され，オバマ（Barack Obama）政権誕生後も継続され
ている。
⒁　国家医薬品政策と改正薬事法の全文は南アフリカ保健省のウェブサイト内で閲覧可
能である。URLはそれぞれ以下のとおり。国家医薬品政策（http://www.doh.gov.za/
docs/policy/drugsjan1996.pdf），改正薬事法（http://www.doh.gov.za/docs/legislation/acts/ 
1997/act90.pdf），いずれも2012年 2月 9日アクセス。

⒂　ムベキが初めて「否認主義」の主張にふれた経路については諸説あるが，その時期
については1999年前半という説が有力である。Nattrass［2007: 47, notes 64-65］およ
び Gevisser［2009: 279］を参照。

⒃　たとえばカリッチマン［2011: 233-234］は次のように述べている。「結局，南アフ
リカは否認主義が根付きやすい肥沃な土壌だったのだ。長年にわたって植民地主義と
アパルトヘイトに苦しめられてきたため，南アフリカの人々は，白人の権威と西側諸
国に対してぬぐいがたい不信感を抱いていた。アパルトヘイト時代には，内戦にそな
えて，黒人の人口を調整するための生物兵器さえ開発されていたのだ」。
⒄　南アフリカ保健省の2001/02年度の HIV/エイズ・結核対策予算は 2億1200万ランド
であった（National Treasury［2001: Table 15.4］）。それに対し，HIV/エイズ・結核対
策予算の2007/08年度支出実績は23億9400万ランド，2011/12年度予算は79億7500万ラ
ンド，中期的支出予測に基づく2013/14年度予算は111億5400万ランドとなっている
（National Treasury［2011: Table 16.6］）。HIV/エイズ対策予算は保健省以外の省庁にも
ついており，また保健省内でも予算項目の変更があるため，単純な比較はできない
が，過去10年間に HIV/エイズ対策のための政府支出が桁違いに増加したのは明らか
である。なお，保健省の HIV/エイズ対策予算の大半は州政府に用途指定予算（condi-
tional grant）として配分される。
⒅　GFATMでは，おおむね年 1回のペースで行われる新規案件募集のことを「ラウン
ド」と呼んでいる。
⒆　Johnson［2008: 510-511］および以下の記事を参照。“South Africa: Global Fund and 

Govt in Talks to Resolve Issues,” IRIN Plus News, 27 May 2004（http//www.irinnews.org/
report.aspx?reportid=50041，2012年2月9日アクセス）。
⒇　ただし，PEPFARが公表している支援額はアメリカ議会で承認された金額であり，
実際の支出金額はそれをかなり下回るとみられる。PEPFARは支出実績を公表してお
らず，援助の実態がつかみにくいことが指摘されている（Centre for Economic Gover-
nance and AIDS in Africaにおける筆者によるインタビュー，2011年9月21日）。
21　Johnson［2008: 508］および以下の記事を参照。“SA Minister Wants More Control 

over US Funds” health-e, 13 June 2006（http://www.health-e.org.za/news/article.
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php?uid=20031449，2012年 2月 9日アクセス）。
22　南アフリカ政府は2005年 3月に包括的 HIV/エイズ計画実施のための抗 HIV薬を調
達する入札を初めて実施したが，このとき，量のうえで圧倒的に大きな契約を獲得し
たのは，南アフリカのジェネリック医薬品メーカー，アスペン（Aspen）社であっ
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